
 

次
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
減
免

の
対
象
に
な
り
ま
す
︒
納
付
前
に
⼿
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
︒

①
集
会
所
な
ど
公
益
の
た
め
に
直
接
専

⽤
す
る
固
定
資
産

②
⽣
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
り
⽣
活
扶

助
を
受
け
る
者
が
所
有
し
︑か
つ
使

⽤
す
る
固
定
資
産

▼
申
請
期
限

5
⽉
31
⽇
︵
⽔
︶

▼
申
請
場
所

・
肝
付
町
役
場
税
務
課

・
内
之
浦
総
合
⽀
所
町
⺠
⽣
活
課

・
岸
良
出
張
所

▼
必
要
書
類
 

納
税
通
知
書
・
課
税
明

細
書
・
納
付
書

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

税
務
課 

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
４

 

⼀
定
級
以
上
の
⾝
体
障
が
い
者
の
⽅

の
軽
⾃
動
⾞
税
に
つ
い
て
は
減
免
の
対

象
に
な
り
ま
す
︒

▼
対
象
の
軽
自
動
車

・
障
が
い
者
本
⼈
名
義
の
軽
⾃
動
⾞

・
知
的
障
が
い
者
や
18
歳
未
満
の
⾝
体

障
が
い
者
で
あ
る
場
合
︑
⽣
計
を
同

⼀
に
す
る
⼈
の
名
義
の
軽
⾃
動
⾞

 

平
成
29
年
度
以
降
⼀
度
申
請
を
し
て

い
た
だ
く
と
︑
そ
の
後
も
要
件
を
満
た

し
て
い
る
間
は
⼿
続
き
不
要
で
す
︒

 

た
だ
し
︑次
の
⽅
は
更
新
が
必
要
で
す

の
で
︑納
付
前
に
⼿
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
︒

①
軽
⾃
動
⾞
の
買
替
が
あ
た
⽅

②
障
害
の
等
級
に
変
更
が
あ
た
⽅

▼
申
請
期
限

5
⽉
31
⽇
︵
⽔
︶

▼
必
要
書
類
 

納
付
書︵
⽀
払
う
前
の
も

の
︶・
免
許
証
︑⾞
検
証
︑障
が
い
者
⼿
帳

※
法
⼈
の
減
免
つ
い
て
は
毎
年
申
請
が

必
要
で
す
︒
⾞
検
証
に
﹁
⾞
い
す
移
動

⾞
﹂
な
ど
の
記
載
が
な
い
場
合
は
⾞

両
の
写
真
の
添
付
を
お
願
い
し
ま
す
︒

▼
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

税
務
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
４

 

肝
付
町
で
は
︑
健
康
の
保
持
増
進
の

た
め
に
︑
⼈
間
ド
ク
の
利
⽤
助
成
を

⾏
て
い
ま
す
︒

▼
対
象
者

・
18
歳
以
上
で
肝
付
町
の
国
⺠
健
康
保

険
の
被
保
険
者

・
後
期
⾼
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

※
国
⺠
健
康
保
険
税
︑
後
期
⾼
齢
者
医

療
保
険
料
の
未
納
が
あ
る
場
合
︑助
成

を
受
け
ら
れ
な
いこ
と
が
あ
り
ま
す
︒

 

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
肝

付
町
の
ホ

ム
ペ
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
︒

▼
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
２

 

職
業
訓
練
⽣
を
募
集
し
ま
す
︒

▼
募
集
期
間

4
⽉
10
⽇

5
⽉
29
⽇

▼
入
校
料
・
授
業
料
 

無
料

※
教
材
費
は
⾃
⼰
負
担
︵
8
千
円
︶

▼
場
所
 

特
定
⾮
営
利
活
動
法
⼈ 

愛
・
あ
い
ネ
ト

▼
訓
練
期
間

7
⽉
4
⽇

9
⽉
29
⽇

▼
訓
練
内
容
 

Ｗｏｒ
ｄ
︑
Ｅｘｃｅ
ｌ
を

利
⽤
し
た
パソ
コ
ン
の
基
本
操
作
な
ど

 

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
障
害
者
職
業
能
⼒
開
発
校

☎
０
９
９
６︵
44
︶２
２
０
６

ハロ
ワ
ク
か
の
や

☎
０
９
９
４︵
42
︶４
１
３
５

町からの
お知らせ

～知って役立つ～

書類の提出・お問い合わせ先　
肝付町役場　農業振興課　
☎ 0994（65）2511

 園芸品⽬の⾯積拡⼤や新規品⽬の導⼊、⽣産性の向上、省⼒化、出荷調整等に要する機械や機材を整備する
取組を⽀援します。

対象者
⑴認定農業者、認定新規就農者、営農活動推進団体、集落営農
⑵肝付町に住所を有し、町税等の未納がないこと。

対象作目 野菜、果樹、花き、⽔稲、雑穀、いも類、⾖類、⼯芸作物

対象経費

⑴専⽤機械及び専⽤機材、専⽤アタッチメント
⑵ 汎⽤性のある機械は、認定新規就農者が新規導⼊する場合に

限り下記①②の機械を対象とする。
  ①耕耘⽤機械（トラクター、耕耘機、管理機）
  ②薬剤散布⽤機械（動⼒噴霧機）

補助額
事業費の額が 10 万円以上のものに対し対象経費の 2 分の 1 以内

（1 件あたり限度額 50 万円）

留意事項

本事業は年度につき 1 回までしか申請できません。
作付計画にある作物を作付けしなかった場合などは、補助⾦の
交付決定取り消しや返還を求める場合もあります。
補助事業が完了したときは 3 年間実績を提出してください。

事前に審査を⾏います。必要な書類な
どについては、肝付町役
場農業振興課までお問い
合わせいただくか、町ホー
ムページをご覧ください。

必要な書類 ⾒積書、カタログ等
申込み期限 ６⽉ 13 ⽇（⽕）
申込み窓⼝ 肝付町役場 農業振興課

※ 審査通過者は、補助⾦の交付申請に当
たり、事業計画書、収⽀予算書、作
付計画書を提出していただきます。

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

訓
練
生
募
集

固
定
資
産
税
の
減
免
申
請
は

５
月
31
日（
水
）ま
で
に

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は

５
月
31
日（
水
）ま
で
に

【
国
保
・
後
期
高
齢
】

人
間
ド
ッ
ク
の
利
用
助
成

に
つ
い
て

肝付町営農振興事業補助⾦について

9 KIMOTSUKI TOWN PUBLIC RELATIONS  No215


